
地域再生計画 

 

 

１ 地域再生計画の名称 

水が育むまちづくり よりい 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

埼玉県大里郡寄居町 

 

３ 地域再生計画の区域 

埼玉県大里郡寄居町の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

寄居町は、埼玉県の北西部、首都圏70 km圏に位置している。 

秩父山地と関東平野の接点に位置することから、南西部に山地、北東部に平

野、その中間点に丘陵地が広がっている。 

本町は、環境省から「風布川・日本水」が『名水百選』に、国土交通省から 

町全体が『水の郷』に、および林野庁から「日本水の森」が『水源の森百選』

に認定されており、町の中心を流れる荒川はバーベキュー、カヌー、イカダ下

りなどの川遊びの名所となっている。 

本町の生活排水については、寄居駅を中心とする市街地では公共下水道が整

備され、２つの地区で農業集落排水の整備が完了しているほか、それ以外の区

域では合併浄化槽の設置を推進し、水洗化を図っているところであるが、農村

部を中心として汚水処理施設が未整備である区域も多く残っている。 

また、農村地域における生活様式の都市化や生活水準の向上に伴い、生活排

水の流入による河川、用排水路等の水質汚濁や、農産物への影響が懸念されて

おり、生活環境の改善及び自然環境を保全するための対策が必要不可欠となっ

ている。 

このようなことから、快適な生活を確保し、河川など公共水域の水質浄化を

図るため、汚水処理施設の整備を進め、農村地域における循環型社会の形成を

促進し、清らかな水空間を保全し、安心して豊かな自然に親しむことのできる

「水が育むまち」を目指す。 

また、清掃活動などを通じて地域住民の環境保護意識を高め、全ての住民が

「水の担い手」となり、寄居町ならではの「水の郷」の魅力・イメージを発信

していくことを目指す。 

 

 



 

（目標１）汚水処理施設の整備の促進 

・汚水処理人口普及率を６０．８％（平成２１年度末）から６４．０％ 

（平成２５年度末）に向上 

 

（目標２）汚水処理施設整備による河川水質の保全 

  ・荒川流域における生物化学的酸素要求量（BOD）について、最低でも平

成 ２０年度の数値（０．７㎎/l）を維持 

 

５ 目標を達成するために行う事業 

５－１ 全体の概要 

寄居町においては、折原地区では農業集落排水事業、その他の地域（公共下

水道事業認可区域を除く）では合併処理浄化槽に対する支援を実施し、地域の

状況にあった汚水処理施設の整備を進めていく。 

本事業を推進することにより、地域における循環型社会の構築や、環境負荷

の少ない地域社会の実現と環境に配慮したまちづくりが図られ、併せて住民参

加の清掃事業や汚水処理施設の普及啓発活動事業により、住民の環境保護意識

の向上が期待できる。 

 

５－２ 法第５章の特別の措置を適用して行う事業 

汚水処理施設整備交付金を活用する事業 

整備箇所等は、別添の図面による。 

対象となる事業は、以下のとおり事業開始に係る手続等を行っている。 

・農業集落排水：平成１８年４月に、事業採択通知を国より受けている。 

「事業主体」 

・寄居町 

「施設の種類」 

・農業集落排水施設、浄化槽（個人設置型） 

「事業区域」 

・農業集落排水施設   寄居町折原地区 

・浄化槽（個人設置型） 寄居町全域（公共下水道・農業集落排水実施区

域を除く） 

「事業期間」 

・農業集落排水施設   平成２３年度 

・浄化槽（個人設置型） 平成２３年度～２５年度 

 

 



「事業費」 

・農業集落排水施設   事業費 １７３，６７０千円 

（うち、交付金 ８６，８３５千円） 

・浄化槽（個人設置型）  事業費   ７，４６０千円 

（県、町上乗せ分を含む） 

（うち、交付金   ２，４８６千円） 

  ・合計         事業費 １８１，１３０千円 

           （うち、交付金 ８９，３２１千円） 

「整備量」 

・農業集落排水施設（折原地区） 

管路施設  φ７５～φ１５０ Ｌ＝１２５ｍ 

処理施設   １箇所 

ポンプ施設  ４箇所 

・浄化槽（個人設置型） ２０基 

なお、各施設による新規の処理人口は下記のとおり。 

・農業集落排水施設    １，０７０人 

・浄化槽（個人設置型）    １２０人 

 

５－３ その他の事業 

  ・住民参加の清掃事業 

年に数回、処理施設、河川、水路、道路側溝等において、地区住民、

行政が参加する清掃活動を行い、生活衛生環境に対する意識向上を図る。 

・啓発活動事業 

町内の汚水処理施設整備状況や合併浄化槽設置に係る支援条件を広報

誌及び説明会の開催を通じて住民に周知し、汚水処理施設の普及を図る。 

 

６ 計画期間 

平成２３年度～平成２５年度 

 

７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

４に示す地域再生計画の目標については、計画終了後に町の関係部署の担当

者、地元維持管理組合からなる「水が育むまちづくり よりい会議」を開催し、

必要な調査を実施して状況を把握・検証し、評価を行う。 

 

８ 地域再生計画の実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項 

該当無し 
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